
令和元年12月5日総務課作成

１．支給日

令和元年12月10日

２．支給総額

区分 支給額 前年度 前年度増減比

市長・副市長・教育長 3,962,306円 3,582,158円 10.6% 昨年度は在任期間による減額あり

市職員 341,345,066円 347,741,269円 △1.8% 6月・12月の支給月数平準化による

市議会議員 14,684,675円 13,896,387円 5.7% 議員1名分の増

丹波篠山市全体 359,992,047円 365,219,814円 △1.4%

３．常勤特別職の支給額

区分 支給額 前年度 前年度増減比

市長 1,147,192円 703,783円 63.0% 昨年度は在任期間による減額あり

副市長 1,467,031円 1,499,998円 △2.2% 6月・12月の支給月数平準化による

教育長 1,348,083円 1,378,377円 △2.2% 6月・12月の支給月数平準化による

４．職員一人あたりの平均支給額

区分 支給額 前年度 前年度増減比

一般職員の一人平均 758,304円 774,241円 △2.1% 6月・12月の支給月数平準化による

※医師3人及び育休等12人を含まない（445人）

５．市議会議員の支給額

区分 支給額 前年度 前年度増減比

議長 1,069,819円 1,069,819円 0.0%

副議長 867,116円 867,116円 0.0%

委員長 810,810円 810,810円 0.0%

議員 788,288円 788,288円 0.0%

※議長1名、副議長1名、委員長6名、議員10名　計18名

６．支給月数（各特例条例に基づく給料削減率及び期末手当減額率適用前）

区分 市長 副市長・教育長 市職員 市議会議員

期末手当 2.225月 2.225月 1.3月 2.275月

勤勉手当 0.925月

合計 2.225月 2.225月 2.225月 2.275月

７．実支給月数（各特例条例に基づく給料削減率及び期末手当減額率適用後）

区分 市長 副市長・教育長 市職員 市議会議員

期末手当 1.246月 2.0025月 1.3月 2.0475月

勤勉手当 0.925月

合計 1.246月 2.0025月 2.225月 2.0475月

８．支給対象職員

区分 職員数 平均年齢 平均勤続年数

令和元年12月 448人 42歳7月 19年2月

平成30年12月 447人 42歳5月 19年1月

※医師3人含む、育休等12人を含まない

令和元年12月期末勤勉手当の支給状況（丹波篠山市）

※各特例条例に基づき、市長については、特例条例に基づき、給料30%、さらに期末手当20%削減。
　副市長・教育長については、給料10%削減。市議会議員については、期末手当10%削減。

※市議会議員の支給月数が他と比べて多いのは、市職員や市長等は6月・12月期の支給月数が均等（2.225月）であるが、市
議会議員は均等でなく、6月期（2.125月）は少なく、12月期（2.275月）は多くなるためである。


